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４月８日の始業式、昨日の４月９日の入学式で１８５名の新入生を迎え、

本日から全校生徒６１４名での令和６年度の学校生活がスタートしました。 

今年度も修学院中学校のめざす学校像・最高教育目標である『みんなの力で

修学院中学校を「世界でいちばん通いたい学校に！」』に向けて、教職員と

生徒たちみんなの力で、日々の学習活動や学級活動、生徒会活動や部活動、

学校行事などの取組を進めていきたいと思います。また、今年度の学校教育

目標を「心豊かに 未来をたくましく生きる力の育成」としました。始業式や入学式でもお話ししたように、

生徒の皆さんには『心豊かに』学校生活を過ごしてください。特に、「他人を思いやる心」を大切に、相手

に対する思いやりの気持ちを持ち、認め合い、励まし合い、支え合うことができるような人とのつながり・

心のつながりを持って過ごしてほしいと思います。そして、社会の変動が激しい現代、予測不可能な時代を

生きていくためには、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、主体的・意欲的に新しい時代を切り拓いてい

く『たくましい生きる力』を身につけてほしいと思います。これからの学校生活において、授業や学級活動、

学年行事や学校行事、生徒会活動や部活動などにおいて、生徒の皆さん一人一人が輝き、心身ともにたくま

しく成長し、修学院中学校で学んで良かったと誇れる学校を目指したいと思います。 

よりよい学校づくりには、保護者の皆様・地域の皆様方との連携が不可欠です。これからも、ご家庭と学

校が信頼関係を築き、協力してお子様の成長を支えていきたいと思いますので、何卒、本校教育にご理解・

ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

［新クラス発表］   ［着任式］    ［担任発表］ 

新しいクラス発表後、新２・３年生は体育館に

集合し、新しく着任された教職員の着任式をお

こない、その後、始業式をおこないました。学

校長の挨拶に続き、それぞれの学年教員（担

任・副担任）の紹介と部活動顧問の発表をおこ

ないました。終了後、各学級において、新担任による学級開きがおこなわれました。 

  

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

昨日からの雨もあがり、皆さんの入学を待ちわびていたかのような校庭の桜はきれいに咲き誇っている中で、 

午前１０時より「第７７回入学式」を挙行することができました。 

      【新入生入場・学校長式辞・歓迎の言葉・新入生代表の言葉・担任、副担任発表】 

 

各種報道でもご存じの通り、教職員の業務過多や人材不足は深刻な状況にあり、令和２年３月に「京都市 

『学校・幼稚園における働き方改革』方針」が策定され、教職員の働き方改革に取り組んでいるところです。 

そして、令和６年度末には方針で示されている「月４５時間、年３６０時間以内の超過勤務」を達成しなけ

ればなりません。つきましては、本校では令和６年度は原則として、平日ならびに長期休業期間中の電話対

応終了時刻および学校施錠時刻を下記のように設定させていただきます。 

【電話対応時刻】  通常…８：００～１８：００（木曜日は１７：３０） 

長期休業中…８：２５～１６：５５ 

【学校施錠時刻】  通常…１９：００（木曜日は１８：３０）  長期休業中…１７：３０ 

【部活動終了時刻（昨年度より）】 通年（長期休業中も含む）１６：４５  【完全下校】１６：５５ 

                                      令 和 ６年 ４月１０日 

                    京都市立修学院中学校  

 http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=203005 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ syugakuin-c@edu.city.kyoto.jp 

 



 

 

 

 

※ホームページには 

掲載しておりません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※ホームページには 

掲載しておりません。 
 

「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ 

  京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、

学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を設けています。なお、市立小学校卒業時に就学援助の認定を

受けていた場合、新規の申込は不要です。継続の案内は別途お知らせします。 

※様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるものを

ご提出いただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談くだ

さい。 

  また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程度の障害が

あるお子さんのご家庭に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励費制度も設けています。 

  申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。 

※学校だよりやホームページ等で、個人情報漏洩の観点から大きく顔写真を掲載することはございませんが、掲

載されることを希望されない場合は、担任までご一報ください。配慮させていただきます。 


